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令和３年２月２４日（水）１４時００分～ 

三次市役所 本庁舎 ６０１・６０２会議室 



 
 
 三次市内で運行中の路線バスについて，次のとおり路線及び時刻を見直します。 

 

（１）畠敷線 

 【見直し①】減便 

運行の効率化を図るため，利用実態を踏まえ，バスを減便する。 
 

 現 行 変更後 増 減 

平 日 10 往復 6 往復 ▲4 往復 

休 日 6 往復 4 往復 ▲2 往復 

 

 【見直し②】もののけミュージアムへの乗り入れ 

観光客を主とした利用者の利便性向上及び利用促進を図るため，運行経路に「もののけミュー

ジアム」を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇メリット〇 

運行効率化によりコスト削減，もののけミュージアム乗入による利便性向上 
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（２）下高野線・宮内線（君田経由バス路線） 

  2 路線の重複解消による運行効率化のため，再編を実施する。 
 

 【再編の内容】 

宮内線（平日 3 往復/土曜 2 往復）を 1 往復に減便（平日▲2 往復，土曜▲1 往復）し，下高

野線（平日 4 往復/休日 2往復）の系統再編により代替する。 

【三次市内への影響】 

バスの運行本数の減による利便性の低下。（影響地区：君田地区及び河内地区） 
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（３）敷名線 

敷名を起点に運行する敷名線（志和地経由）について，運行の効率化のため，三和支所起点に

変更しようとするものです。 

【現行系統】敷名～三和支所～鬼ケ城～志和地～三次中央病院～三次駅前 

【変更系統】三和支所～鬼ケ城～志和地～三次中央病院～三次駅前 

     系統廃止区間：敷名～三和支所間（1.0km） 

     ※上記区間の利用はほとんどなし。 

※敷名線（廻神経由）が同区間を運行しているため，代替可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）三城線 

県立三次中学校・高等学校の開設に伴い，路線バスを利用した通学が増加していることから，

庄原市西城地区方面からのシームレスな通学を可能にし，利便性向上を図るため，系統を変更

する。 

【現行系統】庄原バスセンター→南大下（※）→三次駅前→もののけミュージアム 

【変更系統】西条→庄原バスセンター→南大下（※）→三次駅前→もののけミュージアム 

（※）南大下：県立三次中学校・高等学校の最寄りバス停 

  

路線図 

- 3 -



 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大による利用の減少に伴う減収等の影響を受けている市内の交通

事業者に対し，事業の継続を目的とした支援として，給付金を交付するもの。 

 

（１）交付対象者 

次のいずれにも該当する交通事業者。 

① 令和 2 年 10 月 1 日時点で次のいずれかの事業を営んでおり，今後も当該事業を継続する意

思があること。 

（ア）一般貸切旅客自動車運送事業 

（イ）一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定を含む） 

② 暴力団，暴力団員等でないこと。 

 

（２）給付額 

区分 給付額 

一般貸切旅客自動車運送事業者【貸切バス】 対象自動車（※）1 台につき 20 万円 

一般乗用旅客自動車運送事業者【タクシー】 対象自動車（※）1 台につき 5 万円 

（※）対象自動車：令和 2 年 10 月 1 日現在で交通事業者が三次市内の営業所ごとに配置する事業用自動車  

 

（３）用語の定義 

〇営業所 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号。以下「法」という。）第 5 条第 1 項第 3 号に

規定する事業計画に定める営業所 

〇交通事業者 法第 4 条の規定による許可を受け，市内に本社又は前号の営業所を置く法人又

は個人 

 

（４）予算措置額 

 ２０，０００千円 
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（１）令和２年度三次市地域公共交通会議事業実績（見込） 

事業名 事業内容等 

地域公共交通会議 

計５回開催 
 

【開催状況】第１回  ７月１０日 

      第２回  ８月２１日 

      第３回 １１月１２日 

      第４回 １２月１１日 

      第５回  ２月２４日 
 

※第 1 回会議は新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から，書面により協議 

自家用有償旅客運送（さくぎニコニコ便）の

運行補助 

運行経費補助を実施 

※経費の一部は地域内フィーダー系統確保維持 

 補助事業の対象として，国より補てんあり 

（補てんについては運行事業者に対して直接交付） 

三次市地域公共交通網形成計画の実施 

〇路線バスの運行・再編 

〇市街地循環バスの運行・改善 

〇市民バス等の運行・改善 

〇自家用有償旅客運送の運行支援 

〇市民タクシー制度の改善・利用促進 

（相乗りタクシー事業） 

〇地域内生活交通検討会の実施 

 君田，布野，作木，吉舎，三良坂，三和，川西で 

検討会実施 

〇公共交通の利用促進策の推進 

〇高齢者運転免許自主返納支援事業の推進 

地域公共交通確保維持改善事業の活用 

〇地域公共交通確保維持改善計画（令和 3 年度 

～令和 5 年度地域内フィーダー系統確保維持 

計画）の策定 

〇令和 2 年度計画の事業評価の実施 

三次市地域公共交通計画の策定 

持続可能な地域公共交通体系の形成を図るための

基本計画として，その基本的な方針と事業内容等を

定めた「三次市地域公共交通計画」を策定 

計画期間：令和 3年度～令和 7年度 
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（２）令和２年度三次市地域公共交通会議 収支決算（見込） 

 

【歳入】 

区 分 令和２年度予算額 決算見込額 差 引 説 明 

負 担 金 6,608,000 6,608,000 0 三次市負担金 

繰 越 金 0 0 0 前年度繰越金なし 

預金利子 1,000 30 ▲970  

雑 入 0 244,000 244,000 
元気むらさくぎより，地域内フィーダ

ー系統確保維持補助金分の返金  

合 計 6,609,000 6,852,030 243,030  

 

【歳出】 

区 分 令和２年度予算額 決算見込額 差 引 説 明 

会 議 費 476,000 253,180 ▲222,820 委員報酬 

事 務 費 25,000 8,140 ▲16,860 振込手数料 

事 業 費 5,635,000 5,128,602 ▲506,398 

地域公共交通計画策定支援業務

委託         （3,135,000 円） 
 

自家用有償旅客運送運行補助        

             （1,993,602 円） 

印刷製本費 473,000 473,000 0  

予 備 費 0 0 0  

合 計 6,609,000 5,862,922 ▲746,078  

 

 

 ※歳入（見込）総額 6,852,030 円 － 歳出（見込）総額 5,862,922 円 

              → 差額 989,108 円 （負担金を支出している三次市に返還） 
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▶別紙１「三次市地域公共交通計画（案）に関するご意見とご意見に対する三次市の考え方」 

▶別紙２「三次市地域公共交通計画（案）修正箇所一覧」 

▶別紙３「三次市地域公共交通計画（案）」 

 

 

 

 

 備北交通(株)が運行する路線バス「ＪＭＳ線」の廃止に伴い，同社路線の一部廃止について，

協議の申し入れがありました。 

 

１．廃止しようとする路線 

路 線 名：ＪＭＳ線 
 

起 点：広島県三次市四十貫町池之内 117-2 先 

終 点：広島県三次市四十貫町山家 390 先 

道路種別：市道山家線 

キ ロ 程：0.7ｋｍ 
 

起 点：広島県三次市四十貫町山家 350 先 

終 点：広島県三次市四十貫町山家 390 先 

道路種別：市道十日市 182 号線 

キ ロ 程：0.3ｋｍ 
 

起 点：広島県三次市四十貫町池之内 816 先    

終 点：広島県三次市四十貫町山家 390 先 

道路種別：市道四十貫中央線 

キ ロ 程：0.9ｋｍ 

     

合計廃止キロ 1.9ｋｍ 

 

２．廃止する停留所 

「ＪＭＳ」停留所 

 

３．廃止予定日 

 令和３年４月１日 

 

４．廃止しようとする理由 

利用者の減少による。 

 

  ▶廃止に係る路線図は次ページのとおり 
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 「宮内線」「下高野線」の見直し（報告事項１関連）に伴い，令和２年 10 月１日付けで認定を

受けた地域内フィーダー系統確保維持計画の内容に変更が生じたため，変更を申請するものです。 
 

１．変更内容 

（１）運行経路の変更 

（２）系統キロの変更 

（３）運行時刻の変更 
 

２．変更予定日 

 令和３年４月１日 

 

３．関連資料（次ページ以降） 

（１）表２ 運行系統の概要 

（２）系統図 

（３）時刻表 
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行

広
島

県
（
三

次
市

）

島
根

県

（
美

郷
・
邑

南
町

）
(6

)
作

木
線

②
道

の
駅

G
R

大
和

伊
賀

和
志

・
羽

須
美

支
所

・
布

野
・
三

次
駅

前

三
次

中
央

病
院

往
4
8
.1

ｋ
ｍ

路
線

定
期

運
行

①
（備

北
交

通
(株

)：
三

城
線

【補
助

幹
線

】
に

接

続
）三

次
駅

前
停

留
所

バ
ス

停
相

互
利

用

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ

③
復

4
8
.3

ｋ
ｍ

①

（備
北

交
通

(株
)：

三
城

線
【補

助
幹

線
】
に

接

続
）三

次
駅

前
停

留
所

バ
ス

停
相

互
利

用

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ
復

4
1
.2

ｋ
ｍ

3
6
3
日

7
2
6
回

川
の

駅
常

清

（港
別

）
香

淀
三

次
駅

前
往

2
3
.9

ｋ
ｍ

広
島

県
（
三

次
市

）
有

限
会

社
君

田
交

通
(7

)
川

の
駅

三
次

線

広
島

県
（
三

次
市

）
N

P
O

法
人

元
気

む
ら

さ
く
ぎ

(8
)

作
木

上
地

区
作

木
町

(1
0
)

作
木

下
地

区

区
域

運
行

②
-
１

備
北

交
通

(株
)作

木
線

・赤
名

線
接

続
（
上

布

野
バ

ス
停

）
③

（備
北

交
通

(株
)：

三
城

線
【補

助
幹

線
】
に

接

続
）三

次
駅

前
停

留
所

バ
ス

停
相

互
利

用

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ

③
復

2
3
.9

ｋ
ｍ

9
7
日

1
2
5
回

3
6
5
日

1
,7

9
5
回

路
線

定
期

運
行

①

③
作

木
町

1
0
0
日

1
5
3
回

(9
)

作
木

中
地

区
区

域
運

行
②

-
１

備
北

交
通

(株
)作

木
線

・赤
名

線
接

続
（
上

布

野
バ

ス
停

）

区
域

運
行

②
-
１

備
北

交
通

(株
)作

木
線

・赤
名

線
接

続
（
上

布

野
バ

ス
停

）
③

作
木

町
9
7
日

1
4
5
回
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三
次

中
央

病
院

粟
屋

胡
町

ロ
イ

ヤ
ル

ホ
テ

ル
東

酒
屋

三
次

工
業

団
地

至
　

吉
田

四
十

貫
至

　
庄

原

三
次

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

巴
橋

三
次

駅
前

三
次

高
校

Ｍ
Ｅ

Ｃ

羽
須

美
支

所

君
田

別
湯

木
車

庫
永

田
車

庫
至

　
庄

原

布
野

三
次

東
Ｊ
Ｃ

Ｔ

ゆ
め

ラ
ン

ド
布

野
三

次
太

才
町

三
次

伊
賀

和
志

櫃
田

口
口

和
診

療
所

下
宮

内

口
羽

君
田

診
療

所
運

動
公

園
入

口

起
終

点
道

の
駅

ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾛ
ｰ
ﾄﾞ

大
和

モ
ー

モ
ー

物
産

館
口

和
ＩＣ

道
の

駅
た

か
の

高
野

ＩＣ
新

設
停

留
所

2
.0

2
.0

尾
道

松
江

線
新

市
車

庫
下

高
野

山

新
市

車
庫

～
下

宮
内

～
モ

ー
モ

ー
物

産
館

・
君

田
別

・
三

次
駅

前
～

三
次

工
業

団
地

4
.0

運
行

系
統

図
（
下

高
野

線
）
　

R
3
.4

.1
現

在

系
統

番
号

系
　

　
統

　
　

名
運

行
回

数

平
日

土
曜

日
祝

(地
域

間
幹

線
系

統
)

備
北

交
通

バ
ス

三
城

線

平
日

２
５

．
５

回
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時
刻

表
 

N
o

新
市

車
庫

下
宮

内
モ

ー
モ

ー
物

産
館

発
君

田
支

所
前

君
田

別
横

路
橋

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

三
次

駅
前

三
次

中
央

病
院

三
次

工
業

団
地

N
o

新
市

車
庫

下
宮

内
モ

ー
モ

ー
物

産
館

発
君

田
支

所
前

君
田

別
横

路
橋

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

三
次

駅
前

三
次

中
央

病
院

三
次

工
業

団
地

1
7
:0

3
→

7
:2

5
7
:3

3
7
:4

2
7
:4

3
7
:4

8
7
:5

6
8
:0

5
8
:1

2
1

6
:4

9
7
:1

6
7
:2

5
7
:3

3
7
:4

2
7
:4

3
7
:4

8
7
:5

6
8
:0

5
8
:1

2

2
8
:4

0
→

9
:0

2
9
:1

0
9
:1

9
9
:2

0
9
:2

5
9
:3

3
9
:4

2
9
:4

9
2

1
2
:5

0
1
3
:1

7
1
3
:2

6
1
3
:3

4
1
3
:4

3
1
3
:4

4
1
3
:4

9
1
3
:5

7
1
4
:0

6
1
4
:1

3

3
1
3
:0

3
→

1
3
:2

5
1
3
:3

3
1
3
:4

2
1
3
:4

3
1
3
:4

8
1
3
:5

6
1
4
:0

5
1
4
:1

2
3

1
5
:0

5
1
5
:3

2
1
5
:4

1
1
5
:4

9
1
5
:5

8
1
5
:5

9
1
6
:0

4
1
6
:1

2
1
6
:2

1
1
6
:2

8

4
1
5
:1

7
→

1
5
:3

9
1
5
:4

7
1
5
:5

6
1
5
:5

7
1
6
:0

2
1
6
:1

0
1
6
:1

9
1
6
:2

6
4

1
7
:0

0
1
7
:2

7
1
7
:3

6
1
7
:4

4
1
7
:5

3
1
7
:5

4
1
7
:5

9
1
8
:0

7
1
8
:1

6
1
8
:2

3

N
o

新
市

車
庫

下
宮

内
モ

ー
モ

ー
物

産
館

発
君

田
支

所
前

君
田

別
横

路
橋

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

三
次

駅
前

三
次

中
央

病
院

三
次

工
業

団
地

N
o

新
市

車
庫

下
宮

内
モ

ー
モ

ー
物

産
館

発
君

田
支

所
前

君
田

別
横

路
橋

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

三
次

駅
前

三
次

中
央

病
院

三
次

工
業

団
地

1
7
:0

3
→

7
:2

5
7
:3

3
7
:4

2
7
:4

3
7
:4

8
7
:5

6
8
:0

5
8
:1

2
1

6
:4

9
7
:1

6
7
:2

5
7
:3

3
7
:4

2
7
:4

3
7
:4

8
7
:5

6
8
:0

5
8
:1

2

2
1
5
:1

7
→

1
5
:3

9
1
5
:4

7
1
5
:5

6
1
5
:5

7
1
6
:0

2
1
6
:1

0
1
6
:1

9
1
6
:2

6
2

1
5
:0

5
1
5
:3

2
1
5
:4

1
1
5
:4

9
1
5
:5

8
1
5
:5

9
1
6
:0

4
1
6
:1

2
1
6
:2

1
1
6
:2

8

※
1
2
/
3
0
・
3
1
は

休
日

ダ
イ

ヤ
，

1
/
1
・
2
は

全
便

運
休

N
o

三
次

工
業

団
地

三
次

中
央

病
院

三
次

駅
前

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

横
路

橋
君

田
別

君
田

支
所

前
モ

ー
モ

ー
物

産
館

着
下

宮
内

新
市

車
庫

N
o

三
次

工
業

団
地

三
次

中
央

病
院

三
次

駅
前

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

横
路

橋
君

田
別

君
田

支
所

前
モ

ー
モ

ー
物

産
館

着
下

宮
内

新
市

車
庫

1
1
1
:2

5
1
1
:3

2
1
1
:4

1
1
1
:4

9
1
1
:5

4
1
1
:5

5
1
2
:0

4
1
2
:1

2
→

1
2
:3

4
1

1
1
:1

0
1
1
:1

7
1
1
:2

6
1
1
:3

4
1
1
:3

9
1
1
:4

0
1
1
:4

9
1
1
:5

7
1
2
:0

6
1
2
:3

3

2
1
3
:2

5
1
3
:3

2
1
3
:4

1
1
3
:4

9
1
3
:5

4
1
3
:5

5
1
4
:0

4
1
4
:1

2
→

1
4
:3

4
2

1
3
:2

5
1
3
:3

2
1
3
:4

1
1
3
:4

9
1
3
:5

4
1
3
:5

5
1
4
:0

4
1
4
:1

2
1
4
:2

1
1
4
:4

8

3
1
6
:1

0
1
6
:1

7
1
6
:2

6
1
6
:3

4
1
6
:3

9
1
6
:4

0
1
6
:4

9
1
6
:5

7
→

1
7
:1

9
3

1
5
:2

3
1
5
:3

0
1
5
:3

9
1
5
:4

7
1
5
:5

2
1
5
:5

3
1
6
:0

2
1
6
:1

0
1
6
:1

9
1
6
:4

6

4
1
7
:3

5
1
7
:4

2
1
7
:5

1
1
7
:5

9
1
8
:0

4
1
8
:0

5
1
8
:1

4
1
8
:2

2
→

1
8
:4

4
4

1
7
:3

5
1
7
:4

2
1
7
:5

1
1
7
:5

9
1
8
:0

4
1
8
:0

5
1
8
:1

4
1
8
:2

2
1
8
:3

1
1
8
:5

8

N
o

三
次

工
業

団
地

三
次

中
央

病
院

三
次

駅
前

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

横
路

橋
君

田
別

君
田

支
所

前
モ

ー
モ

ー
物

産
館

着
下

宮
内

新
市

車
庫

N
o

三
次

工
業

団
地

三
次

中
央

病
院

三
次

駅
前

も
の

の
け

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

横
路

橋
君

田
別

君
田

支
所

前
モ

ー
モ

ー
物

産
館

着
下

宮
内

新
市

車
庫

1
1
3
:2

5
1
3
:3

2
1
3
:4

1
1
3
:4

9
1
3
:5

4
1
3
:5

5
1
4
:0

4
1
4
:1

2
→

1
4
:3

4
1

1
3
:2

5
1
3
:3

2
1
3
:4

1
1
3
:4

9
1
3
:5

4
1
3
:5

5
1
4
:0

4
1
4
:1

2
1
4
:2

1
1
4
:4

8

2
1
7
:3

5
1
7
:4

2
1
7
:5

1
1
7
:5

9
1
8
:0

4
1
8
:0

5
1
8
:1

4
1
8
:2

2
-

1
8
:4

4
2

1
7
:3

5
1
7
:4

2
1
7
:5

1
1
7
:5

9
1
8
:0

4
1
8
:0

5
1
8
:1

4
1
8
:2

2
1
8
:3

1
1
8
:5

8

※
1
2
/
3
0
・
3
1
は

休
日

ダ
イ

ヤ
，

1
/
1
・
2
は

全
便

運
休

復 　 　 路

平
日

平
日

土
曜

土
曜

現
　

　
行

改
　

正
　

案

R
3
.4
.1
～

　
下

高
野

線
　
改

正
時

刻

現
　

　
行

改
　

正
　

案

往 　 　 路

平
日

平
日

土
曜

・
日

曜
・
祝

日
土

曜
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 三次市民バス布野町線について，利便性向上及び乗り継ぎ環境の改善，運行の効率化を図るた

め，路線の改廃を含めた再編を実施しようとするものです。 
 

【これまでの経過】 

 ～令和２年１１月 布野町まちづくり連合会において「市民バスの路線・時刻の見直し」につ

いて協議 

  令和２年１２月 布野まちづくり計画推進会議（事務局：布野まちづくり連合会）を布野町

地域内生活交通検討会として位置づけることを決定。 

          市民バスの新路線及び時刻について協議 

  令和３年２月  布野町まちづくり連合会から，市民バスの見直しについて，三次市に対し

要望（提案）。 
 

１．再編内容 

（１）路線バスへの乗継改善に向けたダイヤ改正 

三次市街地へのアクセス向上を図るため，スムーズに路線バス（作木線）に乗り継ぐこと

ができるよう，市民バスのダイヤを調整。 

現行 改正（案） 

市民バス 路線バス 市民バス 路線バス 

須佐神社（横谷）8:05 

上布野バス停  8:58 

 

上布野バス停  8:56 

須佐神社（横谷）8:04 

上布野バス停  8:50 

 

上布野バス停  8:56 

 

（２）利用者不在の停留所（一部区間）の廃止 

以前は利用があったが，事情により利用者が不在となった区間を廃止することで，時間短

縮を図る。 

 

 （３）運行ルートの変更 

   時間短縮及び利便性向上のため，運行ルート（停留順）を変更する。 

 

２．廃止しようとする路線 

起 点：三次市布野町横谷字吸谷 300-1 地先 

終 点：三次市布野町横谷字吸谷 390-4 地先 

道路種別：市道吸谷線 

キ ロ 程：1.1ｋｍ 

起 点：三次市布野町戸河内字高丸 10081-3 

終 点：三次市布野町戸河内字高丸 10077-2 地先 

道路種別：市道戸河内 57号線 

キ ロ 程：0.6ｋｍ 

起 点：三次市布野町戸河内字高丸 10077-2 地先 

終 点：三次市布野町戸河内字上ノ谷 10097-9 

道路種別：市道風越線 

キ ロ 程：0.9ｋｍ 

起 点：三次市布野町戸河内字上ノ谷 10097-9 

終 点：三次市布野町戸河内字芝添 222-4 地先 

道路種別：主要地方道庄原作木線 

キ ロ 程：1.3ｋｍ 

協議事項４ 三次市民バス布野町線の再編について 
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３．新設しようとする路線 

起 点：三次市布野町戸河内字高丸 10081-3 

終 点：三次市布野町戸河内字宮東 135-1 地先 

道路種別：市道戸河内 76号線 

キ ロ 程：0.3ｋｍ 

起 点：三次市布野町戸河内字芝添 209-3 

終 点：三次市布野町戸河内字滝ノ迫 275-3 

道路種別：市道戸河内 115 号線 

キ ロ 程：0.2ｋｍ 

起 点：三次市布野町戸河内字滝ノ迫 275-3 

終 点：三次市布野町戸河内字滝ノ迫 296-5 

道路種別：市道戸河内二井殿線 

キ ロ 程：0.2ｋｍ 

 

 

４．変更予定日 

 令和３年４月１日 

 

５．変更しようとする理由 

  利便性向上及び乗り継ぎ環境の改善，運行の効率化を図るため。 

  廃止予定区間については，以前は利用があったものの，現在は利用者が不在で，かつ将来の

利用の見込みがないため，運行の効率化を図る観点から，路線を廃止しようとするものです。 

 

  ▶再編に係る路線図（案）及び時刻表（案）は当日配布します。 
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三次市民バス布野町線 路線図（案）

当日配布資料 （協議事項４関連）三次市民バス布野町線 路線図・時刻表（案）

14-1

【フリー乗降区間】
国道54号線上を除く全区間



三次市民バス布野町線 時刻表（案）【月・金曜日コース】

停留所

（主たる乗降地点）
時刻

区間

時分

停留所

（主たる乗降地点）
時刻

区間

時分

停留所

（主たる乗降地点）
時刻

区間

時分

停留所

（主たる乗降地点）
時刻

区間

時分

保健福祉センター 7:50 - 保健福祉センター 7:45 - 保健福祉センター 12:50 - 保健福祉センター 12:50 -

中村憲吉記念文芸館 7:53 0:03 野村商店 7:56 0:11 ゆめランド布野 12:55 0:05 ゆめランド布野 12:55 0:05

中村医院 7:54 0:01 須佐神社 7:58 0:02 福間勉宅前 13:00 0:05 二井殿集会所／福泉坊前 13:02 0:07

湯谷橋 7:56 0:02 大暮橋 8:03 0:05 増井賢治宅前 13:01 0:01 二井殿バス停 13:04 0:02

野村商店 8:02 0:06 吸谷・吉谷別れ三叉路 8:07 0:04 福泉坊 13:02 0:01 中村憲吉記念文芸館 13:06 0:02

須佐神社 8:05 0:03 吉谷会館 8:10 0:03 二井殿 13:04 0:02 中村医院 13:07 0:01

吸谷会館 8:10 0:05 益田宅前 8:14 0:04 中村憲吉記念文芸館 13:06 0:02 湯谷橋バス停 13:10 0:03

岩本宅前 8:11 0:01 横谷バス停 8:16 0:02 中村医院 13:07 0:01 明谷バス停 13:12 0:02

石田耕三宅前 8:16 0:05 中原宅前 8:17 0:01 湯谷橋 13:10 0:03 天神橋 13:14 0:02

吉谷会館 8:18 0:02 坂根下バス停 8:20 0:03 野村商店 13:16 0:06 野村商店 13:16 0:02

益田喜憲宅前 8:22 0:04 森田宅前 8:27 0:07 須佐神社 13:19 0:03 須佐神社 13:18 0:02

横谷 8:23 0:01 石貝会館 8:29 0:02 吸谷会館 13:24 0:05 大暮橋 13:23 0:05

中原宅前 8:24 0:01 横谷郵便局（石貝） 8:32 0:03 岩本宅前 13:25 0:01 吸谷・吉谷別れ三叉路 13:27 0:04

坂根下 8:27 0:03 天狗橋バス停 8:34 0:02 石田耕三宅前 13:30 0:05 吉谷会館 13:30 0:03

石貝会館 8:33 0:06 天神橋 8:36 0:02 吉谷会館 13:32 0:02 益田宅前 13:34 0:04

森田房美宅前 8:35 0:02 明谷バス停 8:38 0:02 益田喜憲宅前 13:36 0:04 横谷バス停 13:36 0:02

横谷郵便局（石貝） 8:41 0:06 湯谷橋バス停 8:40 0:02 横谷 13:37 0:01 中原宅前 13:37 0:01

天狗橋 8:42 0:01 森林組合（天野宅前） 8:42 0:02 中原宅前 13:38 0:01 坂根下バス停 13:40 0:03

天神橋 8:44 0:02 三次市布野支所 8:44 0:02 坂根下 13:41 0:03 森田宅前 13:47 0:07

明谷 8:46 0:02 新町畜魂碑 8:47 0:03 石貝会館 13:47 0:06 石貝会館 13:49 0:02

森林組合 8:50 0:04 上布野バス停 8:50 0:03 森田房美宅前 13:49 0:02 横谷郵便局（石貝） 13:52 0:03

三次市布野支所 8:52 0:02 中村憲吉記念文芸館 8:52 0:02 横谷郵便局（石貝） 13:55 0:06 天狗橋バス停 13:54 0:02

美馬清五郎宅前 8:55 0:03 中村医院 8:53 0:01 天狗橋 13:56 0:01 天神橋 13:56 0:02

上布野バス停 8:58 0:03 保健福祉センター（着） 8:57 0:04 天神橋 13:58 0:02 明谷バス停 13:58 0:02

中村憲吉記念文芸館 9:01 0:03 保健福祉センター（発） 9:00 0:03 明谷 14:00 0:02 湯谷橋バス停 14:00 0:02

中村医院 9:02 0:01 東集会所上 9:03 0:03 森林組合 14:04 0:04 森林組合（天野宅前） 14:02 0:02

保健福祉センター 9:05 0:03 戸河内老人集会所跡 9:05 0:02 三次市布野支所 14:06 0:02 三次市布野支所 14:04 0:02

ゆめランド布野 9:12 0:07 戸河内上集会所 9:06 0:01 美馬清五郎宅前 14:09 0:03 新町畜魂碑 14:07 0:03

河戸 9:14 0:02 宮本宅（戸上）前 9:09 0:03 布野バス停 14:12 0:03 上布野バス停 14:10 0:03

大谷 9:16 0:02 五反田宅（戸下）前 9:14 0:05 中村憲吉記念文芸館 14:15 0:03 中村憲吉記念文芸館 14:12 0:02

伊木谷 9:17 0:01 真光寺 9:15 0:01 中村医院 14:16 0:01 中村医院 14:13 0:01

こぶし集会所 9:18 0:01 東集会所 9:16 0:01 保健福祉センター 14:19 0:03 保健福祉センター（着） 14:17 0:04

東集会所 9:21 0:03 こぶし集会所 9:18 0:02 ゆめランド布野 14:26 0:07 保健福祉センター（発） 14:20 0:03

五反田久枝宅前 9:22 0:01 ゆめランド布野 9:20 0:02 河戸 14:28 0:02 東集会所上 14:23 0:03

戸河内老人集会所 9:26 0:04 河戸 9:23 0:03 大谷 14:30 0:02 戸河内老人集会所跡 14:25 0:02

戸河内上集会所 9:27 0:01 大谷 9:25 0:02 伊木谷 14:31 0:01 戸河内上集会所 14:26 0:01

寺谷三叉路 9:28 0:01 伊木谷バス停 9:26 0:01 こぶし集会所 14:32 0:01 宮本宅（戸上）前 14:29 0:03

宮本平和宅前 9:33 0:05 姫ヶ谷集会所 9:29 0:03 東集会所 14:34 0:02 五反田宅（戸下）前 14:34 0:05

内田良三宅前 9:34 0:01 保健福祉センター 9:34 0:05 五反田久枝宅前 14:36 0:02 真光寺 14:35 0:01

真光寺 9:36 0:02 二井殿集会所／福泉坊前 9:37 0:03 戸河内老人集会所 14:38 0:02 東集会所 14:36 0:01

東集会所上 9:37 0:01 中村憲吉記念文芸館 9:39 0:02 戸河内上集会所 14:39 0:01 こぶし集会所 14:38 0:02

多留房太郎宅前 9:40 0:03 中村医院 9:40 0:01 寺谷三叉路 14:41 0:02 ゆめランド布野 14:40 0:02

中村憲吉記念文芸館 9:47 0:07 三次市布野支所 9:42 0:02 宮本平和宅前 14:46 0:05 河戸 14:43 0:03

中村医院 9:48 0:01 保健福祉センター 9:46 0:04 内田良三宅前 14:47 0:01 大谷 14:45 0:02

三次市布野支所 9:51 0:03 真光寺 14:50 0:03 伊木谷バス停 14:46 0:01

保健福祉センター 9:56 0:05 2:01 東集会所上 14:51 0:01 姫ヶ谷集会所 14:49 0:03

56.9km 多留房太郎宅前 14:55 0:04 保健福祉センター 14:54 0:05

2:06 中村憲吉記念文芸館 15:01 0:06 二井殿集会所／福泉坊前 14:57 0:03

60.2km 中村医院 15:02 0:01 中村憲吉記念文芸館 14:59 0:02

三次市布野支所 15:04 0:02 中村医院 15:00 0:01

保健福祉センター 15:10 0:06 三次市布野支所 15:02 0:02

保健福祉センター 15:06 0:04

2:20

66.1km 2:16

64.7km

（※時刻及び系統キロは変更の可能性あり）

令和3年4月1日改正

系統キロ

合計運行時間

系統キロ

合計運行時間

系統キロ

改正後（案）

月・金曜日　昼便　（布野1-2）

合計運行時間

系統キロ

合計運行時間

月・金曜日　朝便　（布野1-1）

改正前 改正後（案） 改正前
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三次市民バス布野町線 時刻表（案）【水曜日コース】

停留所
（主たる乗降地点）

時刻
区間
時分

停留所
（主たる乗降地点）

時刻
区間
時分

停留所
（主たる乗降地点）

時刻
区間
時分

停留所
（主たる乗降地点）

時刻
区間
時分

保健福祉センター 7:50 - 保健福祉センター 8:05 - 保健福祉センター 12:50 - 保健福祉センター 13:05 -

高尾山広見宅前 7:52 0:02 高尾山広見宅前 8:06 0:01 高尾山広見宅前 12:52 0:02 高尾山広見宅前 13:06 0:01

ゆめランド布野 7:56 0:04 東集会所上 8:08 0:02 ゆめランド布野 12:56 0:04 東集会所上 13:08 0:02

河戸 7:58 0:02 戸河内老人集会所跡 8:10 0:02 河戸 12:58 0:02 戸河内老人集会所跡 13:10 0:02

大谷 8:00 0:02 戸河内上集会所 8:11 0:01 大谷 13:00 0:02 戸河内上集会所 13:11 0:01

伊木谷 8:01 0:01 宮本宅（戸上）前 8:14 0:03 伊木谷 13:01 0:01 宮本宅（戸上）前 13:14 0:03

こぶし集会所 8:02 0:01 五反田宅（戸下）前 8:19 0:05 こぶし集会所 13:02 0:01 五反田宅（戸下）前 13:19 0:05

東集会所 8:04 0:02 真光寺 8:20 0:01 東集会所 13:04 0:02 真光寺 13:20 0:01

五反田久枝宅前 8:06 0:02 東集会所 8:21 0:01 五反田久枝宅前 13:06 0:02 東集会所 13:21 0:01

戸河内老人集会所 8:08 0:02 こぶし集会所 8:23 0:02 戸河内老人集会所 13:08 0:02 こぶし集会所 13:23 0:02

戸河内上集会所 8:09 0:01 ゆめランド布野 8:25 0:02 戸河内上集会所 13:09 0:01 ゆめランド布野 13:25 0:02

寺谷三叉路 8:12 0:03 河戸 8:28 0:03 寺谷三叉路 13:12 0:03 河戸 13:28 0:03

宮本平和宅前 8:15 0:03 大谷 8:30 0:02 宮本平和宅前 13:15 0:03 大谷 13:30 0:02

内田良三宅前 8:17 0:02 伊木谷バス停 8:31 0:01 内田良三宅前 13:17 0:02 伊木谷バス停 13:31 0:01

真光寺 8:19 0:02 姫ヶ谷集会所 8:34 0:03 真光寺 13:19 0:02 姫ヶ谷集会所 13:34 0:03

東集会所上 8:20 0:01 保健福祉センター（着） 8:39 0:05 東集会所上 13:20 0:01 保健福祉センター（着） 13:39 0:05

多留房太郎宅前 8:23 0:03 保健福祉センター（発） 8:40 0:01 多留房太郎宅前 13:23 0:03 保健福祉センター（発） 13:40 0:01

ゆめランド布野 8:28 0:05 二井殿集会所／福泉坊前 8:43 0:03 ゆめランド布野 13:28 0:05 二井殿集会所／福泉坊前 13:43 0:03

末広孝義宅前 8:31 0:03 中村憲吉記念文芸館 8:45 0:02 末広孝義宅前 13:31 0:03 中村憲吉記念文芸館 13:45 0:02

保健福祉センター 8:34 0:03 中村医院 8:46 0:01 保健福祉センター 13:34 0:03 中村医院 13:46 0:01

中村憲吉記念文芸館 8:37 0:03 上布野バス停 8:48 0:02 中村憲吉記念文芸館 13:37 0:03 上布野バス停 13:48 0:02

中村医院 8:38 0:01 三次市布野支所 8:50 0:02 中村医院 13:38 0:01 三次市布野支所 13:50 0:02

上布野バス停 8:40 0:02 野村商店 8:59 0:09 上布野バス停 13:40 0:02 野村商店 13:59 0:09

三次市布野支所 8:42 0:02 須佐神社 9:01 0:02 三次市布野支所 13:42 0:02 須佐神社 14:01 0:02

湯谷橋 8:47 0:05 大暮橋 9:06 0:05 湯谷橋 13:47 0:05 大暮橋 14:06 0:05

野村商店 8:53 0:06 吸谷・吉谷別れ三叉路 9:10 0:04 野村商店 13:53 0:06 吸谷・吉谷別れ三叉路 14:10 0:04

須佐神社 8:56 0:03 吉谷会館 9:13 0:03 須佐神社 13:56 0:03 吉谷会館 14:13 0:03

吸谷会館 9:01 0:05 益田宅前 9:17 0:04 吸谷会館 14:01 0:05 益田宅前 14:17 0:04

岩本宅前 9:02 0:01 横谷バス停 9:19 0:02 岩本宅前 14:02 0:01 横谷バス停 14:19 0:02

石田耕三宅前 9:07 0:05 中原宅前 9:20 0:01 石田耕三宅前 14:07 0:05 中原宅前 14:20 0:01

吉谷会館 9:09 0:02 坂根下バス停 9:23 0:03 吉谷会館 14:09 0:02 坂根下バス停 14:23 0:03

横谷 9:14 0:05 森田宅前 9:30 0:07 横谷 14:14 0:05 森田宅前 14:30 0:07

中原宅前 9:15 0:01 石貝会館 9:32 0:02 中原宅前 14:15 0:01 石貝会館 14:32 0:02

坂根下 9:18 0:03 横谷郵便局（石貝） 9:35 0:03 坂根下 14:18 0:03 横谷郵便局（石貝） 14:35 0:03

石貝会館 9:24 0:06 天狗橋バス停 9:37 0:02 石貝会館 14:24 0:06 天狗橋バス停 14:37 0:02

森田房美宅前 9:26 0:02 天神橋 9:39 0:02 森田房美宅前 14:26 0:02 天神橋 14:39 0:02

横谷郵便局（石貝） 9:32 0:06 明谷バス停 9:41 0:02 横谷郵便局（石貝） 14:32 0:06 明谷バス停 14:41 0:02

天狗橋 9:33 0:01 湯谷橋バス停 9:43 0:02 天狗橋 14:33 0:01 湯谷橋バス停 14:43 0:02

天神橋 9:35 0:02 森林組合（天野宅前） 9:45 0:02 天神橋 14:35 0:02 森林組合（天野宅前） 14:45 0:02

明谷 9:37 0:02 三次市布野支所 9:47 0:02 明谷 14:37 0:02 三次市布野支所 14:47 0:02

森林組合 9:43 0:06 新町畜魂碑 9:50 0:03 森林組合 14:43 0:06 新町畜魂碑 14:50 0:03

三次市布野支所 9:45 0:02 上布野バス停 9:53 0:03 三次市布野支所 14:45 0:02 上布野バス停 14:53 0:03

美馬清五郎宅前 9:48 0:03 中村憲吉記念文芸館 9:55 0:02 美馬清五郎宅前 14:48 0:03 中村憲吉記念文芸館 14:55 0:02

上布野バス停 9:51 0:03 中村医院 9:56 0:01 上布野バス停 14:51 0:03 中村医院 14:56 0:01

中村憲吉記念文芸館 9:54 0:03 ゆめランド布野 10:02 0:06 中村憲吉記念文芸館 14:54 0:03 ゆめランド布野 15:02 0:06

中村医院 9:55 0:01 保健福祉センター 10:07 0:05 中村医院 14:55 0:01 保健福祉センター 15:07 0:05

ゆめランド布野 10:01 0:06 ゆめランド布野 15:01 0:06

保健福祉センター 10:06 0:05 2:02 保健福祉センター 15:06 0:05 2:02

59.4km 59.4km

2:16 2:16

66.8km 66.8km

（※時刻及び系統キロは変更の可能性あり）

合計運行時間

系統キロ

合計運行時間

系統キロ

合計運行時間

系統キロ

合計運行時間

系統キロ

令和3年4月1日改正

水曜日　朝便　（布野2-1） 水曜日　昼便　（布野2-2）

改正前 改正後（案） 改正前 改正後（案）
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 路線バスを運行する備北交通株式会社（代表取締役 山根 英徳）から，「こども乗り放題パ

ス」の発売に係る運賃設定について，協議依頼があった。 

 

【こども乗り放題パス発売の目的】 

小学生・中学生等，未来のユーザーを育てるため。 

⇒バスの乗り方教室の延長として，バスの利用のきっかけを作る。区間を定めないことにより

さまざまな路線を自発的に利用する機会を増やすことで，バスの乗車方法や時刻表，路線図

の見方等を体験する機会を増やしたい。 

 

【こども乗り放題パスの概要】 

1. 有効期間  2021 春休み：2021 年 3 月 26 日（金）～2021 年 4月 5日（月）（計 11 日間） 

2021 夏休み：2021 年 7 月 21 日（水）～2021 年 8 月 31 日（火）（計 42 日間） 

2021 冬休み：2021 年 12 月 24 日（金）～2022 年 1 月 6 日（木）（計 14 日間） 

2022 春休み：2022 年 3月 26 日（土）～2022 年 4 月 5日（火）（計 11 日間） 

2. 対 象 者  小学生，中学生 

3. 発売金額  小学生 1,000 円 ／ 中学生 2,000 円 

4. 対象路線  ローカルバス全線（下記のとおり），東城庄原線 ※高速広島線を除く 

5. 発売場所  備北交通本社，三次市交通観光センター，東城町内協力各所 

6. 購入方法  身分証明を持参，年齢を確認してから販売，購入時に申込書の記入 

7. その他   ・三次市地域公共交通会議の後援事業とする。 

      ・利用者アンケート調査を実施する。 

      ・夏休み限定で利用促進イベント（スタンプラリー等）を企画する。 

 

対象路線一覧 

関係市町等 対象路線 

三次市 
◎みよし市街地循環バスくるるん，畠敷線，敷名線，湯木・宮内線， 

下高野線，三次市内線 

三次市・島根県 

（飯南町、邑南町、美郷町） 
◎作木線，赤名線 

三次市・安芸高田市 志屋線（高田南部線），三城線（三次～吉田出張所） 

三次市・庄原市 三良坂線 

庄原市 
ひまわりバス，高野線，口和線，本村線， 東城市街地循環お通り

バス，日野原線，始終線，小奴可線，保田線 

三次市，庄原市 

安芸高田市 
三城線 

◎三次市内における協議運賃設定路線 

協議事項５ 備北交通「こども乗り放題パス」の発売について 
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（地域公共交通会議で協議が必要な理由） 

  三次市内のバス路線のなかには，地域公共交通会議で協議のうえ，運賃を設定している路

線（くるるん，作木線）がある（協議運賃と呼ぶ）。これらの路線の運賃を変更する場合

は，地域公共交通会議での協議が必要となるが，こども乗り放題パスの対象路線にこれらの

路線が含まれるため，本会議で協議を調える必要がある。 

 

  

【 参 考 】 

ＰＲチラシのイメージ 
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 路線バスを運行する備北交通株式会社（代表取締役 山根 英徳）から，「学生エリアパス」の

発売に係る運賃設定について，協議依頼があった。 

 

【学生エリアパス「ちょこっとパス」発売の目的】 

ＪＲ定期券及び備北交通バス定期券を利用して駅から徒歩で通学する高校生をターゲットに，

三次市内（庄原市内）の決められたエリア内で自由に乗降できるエリア定期券を発売する。 

このパスにより，駅～学校，学校～塾等など，普段は徒歩で移動する区間において路線バスを

利用するきっかけを作り，バス利用に興味を持ってもらうことを目的に実施する。 

 

【学生エリアパス「ちょこっとパス」の概要】 

1. 期 間 2021 年 4 月 1 日～2022 年 3月 31 日 

2. 対 象 者 ＪＲ通学定期券または備北交通の通学定期券を持つ学生 

      （学生：小学生，中学生，高校生，専門学校生，大学生） 
 

【発売対象の定期券】 

ＪＲ定期券：発着地のどちらかが「八次」「三次」であること 

備北交通定期券：発着地のどちらかが三次の有効エリア内であること 
 

3. 発売金額 PASPY カード代金 500 円（初回のみ），１か月用 500 円，3か月用 1,500 円 

4. 種 類 1 か月用，3か月用 

※三次市内版と庄原市内版を発売，エリアごとに金額を設定。 
 

（以下，三次エリア版について記載） 
 

5. 有効路線 ローカルバス全線（市街地循環バスくるるんを含む） 

6. 有効エリア 次ページのとおり 

7. 対象バス停  

 

 

 

 

 

8. 発売場所 備北交通本社，三次市交通観光センター 

 

  

協議事項６ 備北交通「学生エリアパス」の発売について 

三次もののけミュージアム 三次小学校前 稲荷町 巴橋西詰 西町 プラザ前 巴

橋 三次市役所前 ＮＴＴ前 三次（たび館） 三次駅前 上原西（サングリーン前） 

岡竹口 南畑敷町 南大下 ＲＣＣ中継所前 水明園 麻原 畠敷 塩迫 八次駅

前 生協団地入口 三次高校前 上原 上原北 ＪＡ三次 三次医療センター 市

立図書館前 三次防災センター 三次市民ホール（きりり） 住吉神社 三次資料館

前 本通り 商工会議所前 
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（１）令和３年度三次市地域公共交通会議事業計画（案） 

事業名 事業内容等 

地域公共交通会議 
5 回開催（予定） 

※必要に応じて幹事会を実施予定 

自家用有償旅客運送（さくぎニコニコ便）の

運行補助 

運行経費補助を実施 

※経費の一部は地域内フィーダー系統確保維持補 

 助事業の対象として，国より補てんあり 

（補てんについては運行事業者に対して直接支給） 

三次市地域公共交通計画事業の実施 

〇路線バスの運行・改善 

○市街地循環バスの運行・改善 

○三次市民バス等の運行・改善 

○三次市相乗りタクシー事業の推進 

○乗継・待合環境の改善 

○地域内生活交通検討会の開催 

○公共交通の利用促進策の推進 

○安心して運転免許を返納できる環境づくり 

○乗務員不足への対策 

○デジタル技術を活用した移動利便性向上策の研究 

○公共交通関係の災害等の備える取組 

地域公共交通確保維持改善事業の活用 

〇地域公共交通確保維持改善計画（令和 4 年度～ 

令和6年度地域内フィーダー系統確保維持計画） 

の策定 

〇令和 3 年度計画の事業評価の実施 

 

※三次市地域公共交通計画事業の実施に関して，株式会社地域未来研究所中国四国事務所と

実施支援業務の委託契約を締結することとする。 

  

協議事項７ 令和３年度事業計画及び予算（案）について 
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（２）令和３年度三次市地域公共交通会議 予算（案） 

 

【歳入】 

区 分 令和２年度当初予算額 令和３年度当初予算額(案) 差引増減 説 明 

負 担 金 6,608,000 6,300,000 ▲308,000 三次市負担金 

繰 越 金 0 0 0 前年度繰越金 

預金利子 1,000 1,000 0  

雑 入 0 0 0  

合 計 6,609,000 6,301,000 ▲308,000  

 

【歳出】 

区 分 令和２年度当初予算額 令和３年度当初予算額(案) 差引増減 説 明 

会 議 費 476,000 476,000 0 
委員報酬 

交通会議×5 回，幹事会×3 回 

事 務 費 25,000 25,000 0 振込手数料 

事 業 費 5,635,000 5,800,000 165,000 

地域公共交通計画実施支援 

業務委託     （3,300,000 円） 
 

自家用有償旅客運送運行補助        

           （2,500,000 円） 

印刷製本費 473,000 0 ▲473,000  

予 備 費 0 0 0  

合 計 6,609,000 6,301,000 ▲308,000  
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